
書類名 様式名 新規登録申請（法人） 新規登録申請（個人） 現況報告（法人） 現況報告（個人） 更新登録申請 部門追加登録申請 変更等の届出 廃業等の届出書 補償業務管理者認定申請 規程第８条第３項に基づく届出書
補償業務経歴書 第2号 必須 必須 ー ー ー 必須 ー ー ー ー

補償業務管理者実務経歴書 第5号別表１ 必須 必須 ー ー

補償業務管理者となる者が①または②に該当
する者で申請する場合のみ必須
①登録規程第３条第１号イ
②登録規程第３条第１号イただし書イ

補償業務管理者となる者が①または②に該当
する者で申請する場合のみ必須
①登録規程第３条第１号イ
②登録規程第３条第１号イただし書イ

(7)補償業務管理者の氏名を変更し、補償業
務管理者となる者が①または②に該当する
者で申請する場合のみ必須
①登録規程第３条第１号イ
②登録規程第３条第１号イただし書イ

ー ー ー

指導監督的実務経歴書 第5号別表２ 必須 必須 ー ー
補償業務管理者となる者が登録規程第３条第
１号ただし書イに該当する者で申請する場合
のみ必須

補償業務管理者となる者が登録規程第３条第
１号ただし書イに該当する者で申請する場合
のみ必須

(7)補償業務管理者の氏名を変更し、補償業
務管理者となる者が登録規程第３条第１号
ただし書イに該当する者で申請する場合の
み必須

ー ー ー

誓約書 第6号 必須 必須 ー ー 必須 ー

(4)役員の氏名
(6)支配人の氏名
のうちどれかを変更する場合のみ必須
ただし、(4)役員の氏名の変更において取締
役が代表取締役になる（代表取締役が取締
役になる）ケースや退任のみのケースでは
不要

ー ー ー

登録申請者の略歴書 第7号 必須 必須 ー ー 必須 ー

(4)役員の氏名
(6)支配人の氏名
のうちどれかを変更する場合のみ必須
ただし、(4)役員の氏名の変更において取締
役が代表取締役になる（代表取締役が取締
役になる）ケースや退任のみのケースでは
不要

ー ー ー

貸借対照表及び損益計算書 （任意の様式） 必須 ー 必須 ー ー ー ー ー ー ー
営業の沿革 第12号 必須 必須 ー ー 必須 ー ー ー ー ー
所属補償コンサルタント団体調書 第13号 必須 必須 ー ー ー ー ー ー ー ー
補償業務経歴 第14号ロ ー ー 必須 必須 ー ー ー ー ー ー
財務事項一覧表 第14号ホ ー ー e-Gov上で入力 必須 ー ー ー ー ー ー

補償業務管理者実務経歴書（補償業務経験者） 別記様式第1号別表1 ー ー ー ー ー ー ー ー

新規申請と併せて申請する場合は必須
新規申請以外と併せて申請する場合はが①または②に該当する
者で申請する場合のみ必須
①登録規程第３条第１号ロで公共用地経験者
②登録規程第３条第１号ただし書で公共用地経験者

ー

補償業務管理者実務経歴書（受託（請負）による補償業務経験者） 別記様式第1号別表2 ー ー ー ー ー ー ー ー

新規申請と併せて申請する場合は必須
新規申請以外と併せて申請する場合はが①または②に該当する
者で申請する場合のみ必須
①登録規程第３条第１号ロで補償業務管理士資格取得者
②登録規程第３条第１号ただし書で補償業務管理士資格取得者

ー

①補償業務管理者認定研修修了証書の写し
②補償業務管理士資格証書・同登録証の写し

ー ー ー ー ー ー ー ー ー

新規申請と併せて申請する場合は必須
新規申請以外と併せて申請する場合はが①または②に該当する
者で申請する場合のみ必須
①登録規程第３条第１号ロで補償業務管理士資格取得者
②登録規程第３条第１号ただし書で補償業務管理士資格取得者

ー

登記事項証明書又は履歴事項全部証明書
（写し：発行から３ヶ月以内）

ー 必須 ー ー ー 必須 ー

(1)商号又は名称
(2)営業所の名称又は所在地
(3)資本金額
(4)役員の氏名
(6)支配人の氏名
のうちどれかを変更する場合のみ必須

ー ー ー

補償業務管理者の常勤を証明する書類
①標準報酬決定通知書又は資格喪失確認通知書の写し
②健康保険被保険者証（後期高齢者の場合は後期高齢者医療被保険者証）の
写し
※健康保険被保険者証（後期高齢者の場合は後期高齢者医療被保険者証）の
写しは、保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキ
ングして提出する。

ー 必須 必須 ー ー 必須 必須 必須 ー ー ー

役員一覧(20名超過時) ー
役員が20名を超えている時必

須
役員が20名を超えている時必

須
ー ー 役員が20名を超えている時必須 ー 役員が20名を超えている時必須 ー ー ー

営業所一覧(20件超過時) ー
営業所が20件を超えている時

必須
営業所が20件を超えている時

必須
ー ー 営業所が20件を超えている時必須 ー 営業所が20件を超えている時必須 ー ー ー


